
確
定
申
告
が
不
要
な
方
で
も
、

源
泉
徴
収
さ
れ
た
税
金
が
計
算
し

た
税
金
の
額
よ
り
多
い
と
き
は
、

確
定
申
告
を
す
る
こ
と
に
よ
り
納

め
過
ぎ
の
税
金
が
還
付
さ
れ
ま
す
。

こ
の
申
告
を
還
付
申
告
と
い
い
、

次
の
よ
う
な
場
合
に
還
付
申
告
で

き
ま
す
。

①
年
の
途
中
で
退
職
し
、
年
末
調

整
を
受
け
て
い
な
い
（
給
与
所

得
者
）

②
所
得
控
除
（
社
会
保
険
料
控
除
、

生
命
保
険
料
控
除
な
ど
）
を
追

加
す
る
も
の
が
あ
る

③
一
定
額
以
上
の
医
療
費
を
支
出

し
た

④
一
定
の
要
件
の
マ
イ
ホ
ー
ム
取

得
等
で
、
住
宅
ロ
ー
ン
が
あ
る

申
告
に
必
要
な
も
の

・
平
成
26
年
分
給
与
所
得
・
公
的

年
金
等
の
源
泉
徴
収
票（
原
本
）

・
印
鑑
（
認
印
可
）

・
筆
記
用
具
、
計
算
用
具

・
還
付
金
を
受
け
取
る
金
融
機
関

の
名
称
・
支
店
名
・
口
座
番
号

（
申
告
者
名
義
）が
分
か
る
も
の

・
配
偶
者
の
源
泉
徴
収
票
（
配
偶

者
に
パ
ー
ト
収
入
な
ど
が
あ
る

場
合
）

・
そ
の
ほ
か
申
告
に
必
要
な
書
類

（
次
の
①
〜
④
に
該
当
す
る
も

の
）

①
年
金
受
給
者
、
年
末
調
整
が
済

ん
で
い
な
い
方
（
年
の
途
中
で
退

職
し
た
方
な
ど
）

・
社
会
保
険
料
（
国
民
健
康
保
険
、

国
民
年
金
な
ど
）
の
支
払
額
が

分
か
る
も
の

※
国
民
年
金
保
険
料
を
支
払
っ
て

い
る
場
合
は
、
社
会
保
険
料
控
除

証
明
書
ま
た
は
領
収
書
が
必
要
で

す
。

・
生
命
保
険
料
や
地
震
保
険
料
の

所
得
控
除
証
明
書

②
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方

・
平
成
26
年
中
に
支
払
っ
た
医
療

費
の
領
収
書
（
事
前
に
個
人
や

病
院
ご
と
に
集
計
し
、
明
細
書

を
作
成
し
て
お
く
）

・
健
康
保
険
や
生
命
保
険
な
ど
で

補
て
ん
さ
れ
た
金
額
の
分
か
る

書
類

③
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受

け
る
方

・
申
告
者
本
人
の
住
民
票
の
写
し

（
平
成
27
年
1
月
1
日
以
降
に

交
付
の
も
の
）

・
家
屋
の
登
記
事
項
証
明
書

※
住
宅
ロ
ー
ン
で
土
地
等
も
取
得

し
た
場
合
は
、
土
地
の
登
記
事
項

証
明
も
必
要
で
す
。

・
売
買
契
約
書
ま
た
は
工
事
請
負

契
約
書
の
写
し

・
借
入
先
の
金
融
機
関
な
ど
が
発

行
し
た
「
住
宅
取
得
資
金
に
係

る
借
入
金
の
年
末
残
高
証
明
書
」

・
増
改
築
の
場
合
は
、
建
築
確
認

済
証
か
検
査
済
証
の
写
し
、
ま

た
は
建
築
士
か
ら
交
付
を
受
け

た
増
改
築
等
工
事
証
明
書

※
認
定
長
期
優
良
住
宅
を
取
得
し

た
と
き
は
、
そ
の
ほ
か
「
長
期
優

良
住
宅
建
築
等
計
画
に
係
る
認
定

通
知
書
」
お
よ
び
「
住
宅
用
家
屋

証
明
書
」
が
必
要
で
す
。

④
寄
付
金
控
除
・
寄
付
金
特
別
控

除
を
受
け
る
方

・
寄
付
し
た
団
体
な
ど
か
ら
交
付

を
受
け
た
寄
附
金
受
領
書
等

・
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
付
は
、

選
挙
管
理
委
員
会
等
の
確
認
印

が
あ
る
寄
附
金
（
税
額
）
控
除

の
た
め
の
書
類

※
詳
し
く
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

w
w
w
.nta.go.jp

所
得
税
の
確
定
申
告
を

さ
れ
る
す
べ
て
の
方
へ

確
定
申
告
書
へ
の
復
興
特
別
所

得
税
額
の
記
載
漏
れ
に
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

平
成
25
年
分
か
ら
平
成
49
年
分

償
却
資
産
と
は
、
事
業
を
営
む

個
人
（
法
人
）
が
使
用
し
て
い
る

事
業
用
資
産
を
い
い
、
固
定
資
産

税
の
対
象
と
な
る
た
め
、
事
業
主

は
1
月
1
日
に
所
有
す
る
資
産
の

内
容
を
、
事
業
を
営
ん
で
い
る
場

所
の
市
町
村
長
に
申
告
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。
ア
パ
ー
ト
経

営
や
農
業
経
営
な
ど
で
も
償
却
資

産
の
申
告
対
象
と
な
る
も
の
が
あ

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

申
告
を
要
す
る
方

償
却
資
産
を
町
内
に
所
有
す
る

方
、
ま
た
は
貸
し
付
け
て
い
る
方

※
な
お
、
平
成
27
年
1
月
1
日
前

1
年
以
内
に
廃
業
、
解
散
ま
た
は

課
税
対
象
資
産
が
な
く
な
っ
た
場

合
で
も
、
整
理
の
都
合
上
、
申
告

書
に
そ
の
旨
を
記
入
し
て
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

償
却
資
産
の
種
類

●
構
築
物

広
告
塔
、
看
板
、
門
、

塀
、
農
林
業
用
構
築
物
、
露
天
式

立
体
駐
車
場
設
備
、
舗
装
そ
の
他

土
地
に
定
着
す
る
土
木
設
備
な
ど

●
機
械
お
よ
び
装
置

コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
、
工
作
機
械
、
揚
重
機
、
運

搬
装
置
、
製
造
・
加
工
設
備
、
建

設
機
械
な
ど

●
車
両
お
よ
び
運
搬
具

ブ
ル
ド

ー
ザ
ー
な
ど

●
工
具
、
器
具
お
よ
び
備
品

机
、

い
す
、
ロ
ッ
カ
ー
、
陳
列
ケ
ー
ス
、

電
動
工
具
、
冷
暖
房
機
器
、
測
定

機
器
、
事
務
機
器
、
医
療
機
器
、

き
の
こ
栽
培
用
ほ
だ
木
、
無
人
駐

車
管
理
装
置
、
金
型
な
ど

申
告
を
要
し
な
い
資
産

①
耐
用
年
数
1
年
未
満
ま
た
は
取

得
価
額
10
万
円
未
満
の
償
却
資

産
で
一
時
に
損
金
算
入
ま
た
は

必
要
経
費
に
算
入
し
た
も
の

②
取
得
価
額
が
20
万
円
未
満
の
償

却
資
産
で
一
括
償
却
資
産
と
し

て
3
年
均
等
償
却
を
行
っ
て
い

る
も
の

③
家
庭
用
に
使
用
さ
れ
る
資
産

④
自
動
車
税
、
ま
た
は
軽
自
動
車

税
の
課
税
対
象
で
あ
る
自
動
車
、

原
付
自
転
車
な
ど

電
子
申
告
の
ご
案
内

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し

た
電
子
申
告
シ
ス
テ
ム
「
ｅ
Ｌ

Ｔ
Ａ
Ｘ
（
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
）」で

償
却
資
産
の
申
告
が
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
生
活
ガ
イ
ド
「
税
・
保
険
・

年
金
」）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問

税
務
課
固
定
資
産
税
係
�内
２

１
５
４

所所
得得
税税
及及
びび
復復
興興
特特
別別
所所
得得
税税
のの

確確
定定
申申
告告
はは
おお
早早
めめ
にに

2
月
16
日
㈪
〜
3
月
16
日
㈪

償償償償償償償償償償償償償償償償償償償償償償
却却却却却却却却却却却却却却却却却却却却却却
資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資
産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産
のののののののののののののののののののののの
申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申
告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告
はははははははははははははははははははははは

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２
月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月
２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２
日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日
㈪㈪㈪㈪㈪㈪㈪㈪㈪㈪㈪㈪㈪㈪㈪㈪㈪㈪㈪㈪㈪㈪
まままままままままままままままままままままま
でででででででででででででででででででででで
でででででででででででででででででででででで
すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす
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税税
理理
士士
にに
よよ
るる

無無
料料
税税
務務
相相
談談

登登
記記
相相
談談
のの

予予
約約
ササ
ーー
ビビ
スス

ま
で
の
各
年
分
に
つ
い
て
は
、
所

得
税
と
併
せ
て
復
興
特
別
所
得
税

の
申
告
お
よ
び
納
付
を
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
復
興
特
別
所

得
税
の
額
は
、
各
年
分
の
基
準
所

得
税
額
（
原
則
そ
の
年
分
の
所
得

税
額
）
に
2
・
1
％
の
税
率
を
掛

け
て
計
算
し
た
金
額
で
す
。

ま
た
、
平
成
25
年
1
月
1
日
か

ら
平
成
49
年
12
月
31
日
ま
で
の
間

に
生
ず
る
所
得
に
つ
い
て
、
源
泉

所
得
税
が
徴
収
さ
れ
る
場
合
に
は
、

復
興
特
別
所
得
税
が
併
せ
て
徴
収

さ
れ
ま
す
。

公
的
年
金
等
を

受
給
さ
れ
て
い
る
方
へ

平
成
23
年
分
以
後
の
各
年
分
に

お
い
て
、
公
的
年
金
等
の
収
入
金

額
の
合
計
額
が
4
0
0
万
円
以
下

で
あ
り
、
か
つ
、
公
的
年
金
等
に

係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
金
額
が

20
万
円
以
下
で
あ
る
場
合
に
は
、

所
得
税
の
確
定
申
告
は
必
要
あ
り

ま
せ
ん
。

※
所
得
税
の
確
定
申
告
が
必
要
な

い
場
合
で
も
、
住
民
税
の
申
告
が

必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
所
得
税
の
還
付
を
受
け

る
場
合
や
確
定
申
告
書
の
提
出
が

要
件
と
な
っ
て
い
る
控
除
（
例
え

ば
、
純
損
失
や
雑
損
失
の
繰
越
控

除
な
ど
）
の
適
用
を
受
け
る
場
合

に
は
、
確
定
申
告
書
の
提
出
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

確
定
申
告
書
は

自
宅
で
作
成
で
き
ま
す

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
確
定

申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
は
、
画

面
の
案
内
に
従
っ
て
金
額
等
を
入

力
す
る
だ
け
で
、
自
動
計
算
で
確

定
申
告
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
作
成
し
た
申
告
書
は
、

印
刷
し
て
郵
送
等
に
よ
り
税
務
署

に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

確
定
申
告
期
間
中
は
、
税
務
署

は
大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

還
付
申
告
の
受
付

上
尾
税
務
署
以
外
に
、
町
で
も

還
付
申
告
の
受
付
を
行
い
ま
す
。

た
だ
し
、
譲
渡
所
得
や
贈
与
税

の
申
告
相
談
な
ど
は
受
付
で
き
ま

せ
ん
の
で
、
上
尾
税
務
署
へ
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

日
時

2
月
12
日
㈭
・
13
日
㈮
9

時
〜
15
時
30
分

場
所

役
場
3
階
第
1
会
議
室

還
付
申
告
の
お
問
い
合
わ
せ

●
税
務
課
町
民
税
係
�内
２
１
５
２

●
上
尾
税
務
署
個
人
課
税
第
一
部

門
（
申
告
案
内
窓
口
）
上
尾
市
大

字
西
門
前
5
7
7
�
７
７
０
―
１

８
０
０

日
時

2
月
2
日
㈪
〜
13
日
㈮

（
土
・
日
曜
お
よ
び
祝
日
を
除
く
）

内
容

少
額
な
税
務
相
談
と
申
告

書
の
作
成

対
象

年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る

方
、
給
与
所
得
者
で
医
療
費
控
除

を
受
け
よ
う
と
さ
れ
る
方
、
年
の

中
途
で
退
職
ま
た
は
就
職
さ
れ
た

方
な
ど

※
相
談
を
ご
希
望
の
方
は
、
事
前

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問

関
東
信
越
税
理
士
会
上
尾
支

部
�
７
７
６
―
８
７
７
７
（
9
時

30
分
〜
16
時
）

さ
い
た
ま
地
方
法
務
局
で
は
、

1
月
5
日
㈪
か
ら
、
登
記
に
関
す

る
相
談
に
つ
い
て
予
約
サ
ー
ビ
ス

を
開
始
し
ま
す
。

①
不
動
産
登
記
（
相
続
登
記
や

住
宅
ロ
ー
ン
完
済
に
よ
る
抵
当
権

抹
消
登
記
等
）、
②
商
業
・
法
人

登
記
（
会
社
設
立
・
役
員
変
更
登

記
等
）
の
申
請
手
続
き
に
関
す
る

相
談
を
さ
れ
る
方
は
、
事
前
に
電

話
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

予
約
い
た
だ
い
た
方
は
、
お
待

た
せ
す
る
こ
と
な
く
相
談
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

予
約
ま
た
は
お
問
い
合
わ
せ

①
さ
い
た
ま
地
方
法
務
局
上
尾
出

張
所
�
７
７
１
―
０
２
３
９

②
さ
い
た
ま
地
方
法
務
局
法
人
登

記
部
門
�
８
５
１
―
１
０
４
０

原動機付自転車・小型特殊自動車・
二輪の軽自動車

登録されている次の車両すべてに平成２７年度か
ら新税率が適用されます。

平成27年度～

2，000円

2，000円

2，400円

3，700円

3，600円

2，400円

5，900円

6，000円

～平成26年度

1，000円

1，200円

1，600円

2，500円

2，400円

1，600円

4，700円

4，000円

車 種

原付一種

原付二種乙

原付二種甲

ミニカー

軽二輪（被けん引車を含む）

小型特殊（農耕）

小型特殊（その他）

二輪小型自動車

問 税務課町民税係�内２１５２

地方税法改正に伴い、軽自動車税の税率が変わります。車両の種類や最初の新規検査年月によって、適用され
る税率が異なります。

平成27年度から軽自動車税の税率（年額）が変わります

③重課税率
（平成28年度～）
4，600円
12，900円
8，200円
6，000円
4，500円

②新税率

3，900円
10，800円
6，900円
5，000円
3，800円

①現行税率

3，100円
7，200円
5，500円
4，000円
3，000円

車 種

軽 三 輪
自 家 用
営 業 用
自 家 用
営 業 用

軽四輪乗用

軽四輪貨物

軽三輪車・軽四輪以上の車両
最初の新規検査を受けた時期により、現行税率、新税率、重課

税率（平成２８年度～）のいずれかの税率が適用されます。

①現行税率…平成２７年３月３１日までに最初の新規検査を受けた車両に対して、
新規検査から一定年数（１３年）を経過するまで適用されます。
②新税率…平成２７年４月１日以降に最初の新規検査を受ける車両に対して、
新規検査から一定年数（１３年）を経過するまで適用されます。
③重課税率…平成２８年度以降、最初の新規検査から１３年を経過した環境負荷の
大きい自動車に対して、環境配慮型税制（おおむね２０％増税）が実施されます。
※平成１４年１２月３１日以前に最初の新規検査を受けた車両は、平成２８年度から
重課税率の対象となります。
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